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 大田区障がい者施策推進会議 

○ 大田区障害者計画及び大田区障害福祉

計画の策定に向けた検討を行う。 

○ 計画の進捗状況について、検証・評価

を行う。 

 

 

○ 「障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会の実現」を
目指す。 

○ 集積した相談事例の共有や、障がい
者差別解消に関する理解啓発の取組の
推進等。 

大田区障がい者差別解消支援地域協議会 

障がいのある人もない人も、地域で自分らしく安心して 

暮らせるまちを目指して 

 

平成 28 年度 大田区障がい者差別解消支援地域協議会の開催について（案） 

 

 

「大田区障がい者施策推進会議」を活かし、「大田区障がい者差別解消支援地

域協議会」を開催します。 

 

１ 設置目的 

○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65

号）第１条に規定する「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を目指す。 

○ 地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい

者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークを構築

する。 

 

２ 基本的役割等 

○ 障がい者差別の解消に係る事例共有や、障がい特性及び障がい者への理解 

を促進するための普及啓発の取組等。  

 

３ 設置方法・委員構成等 

○ 地域・教育・医療等の多様な主体が参画している「大田区障がい者施策推

進会議」を活用し、大田区障がい者差別解消支援地域協議会を開催する。 

○ 大田区障がい者差別解消支援地域協議会委員は、大田区障がい者施策推進

会議委員で構成する。 

○ 次年度以降、障がい当事者等の委員の公募枠を追加する予定。 

 

４ 機能・連携のイメージ 

 

総合的に推進 


